
別表１（第２条、第３条及び第６条関係） 

事業 経費 補助率又は補助額 
変更 

経費の配分 事業の内容 

１ 京都市

環境保全型

農場づくり

事業 

生産組織が水田における転

作作物として野菜栽培に取り

組み、土づくりに取り組むのに

要する経費 

２分の１以内 事業費総額

の２割を超

える増減 

事業主体の変

更 

２ 「京の

米」生産イ

ノベーショ

ン事業 

農業協同組合又は３戸以上

の農業者で組織する団体等が

施設の長寿命化及び競争力の

ある米の生産を効率化するの

に必要な農業機械の導入を行

うのに要する経費 

１ 施設の長寿命化に対する支

援については、４分の１以内 

２ １以外の場合については、１

０分の４（おおむね集落全域の作

業を行う組織並びに農地中間管

理事業による農地集積及び先進

的技術の導入を行う組織の場合

については、２分の１）以内 

事業費総額

の２割を超

える増減 

１ 事業主体

の変更 

２ 機種又は

性能の変更 

３ 機種ごと

に事業量の２

割を超える変

更 

３ 京の地

域特産物応

援事業 

１ 条件整備事業 

 ３戸以上の農業者で組織す

る団体、農業生産法人等が需要

に応じた農業生産を行うのに

要する経費 

１０分の４（事業の実施地域が特

定農山村地域における農林業等

の活性化のための基盤整備の促

進に関する法律（平成５年法律第

７２号）第２条第４項の規定によ

り公示された特定農山村地域、山

村振興法（昭和４０年法律第６４

条）第７条第１項の規定により指

定された振興山村地域、過疎地域

自立促進特別措置法（平成１２年

法律第１５号）第２条第２項の規

定により公示された過疎地域（同

法第３３条第１項又は第２項の

規定により過疎地域とみなされ

る区域を含む。）その他地域の実

態に応じて知事が指定する自然

的社会的諸条件が不利な地域（別

表２のとおり）のいずれかに該当

する場合については、２分の１）

事業費総額

の２割を超

える増減 

１ 事業主体

の変更 

２ 機種又は

性能の変更 

３ 機種ごと

に事業量の２

割を超える変

更 



以内 

 ２ 推進事業 

市町村、農業協同組合又は３

戸以上の農業者で組織する団

体等が需要に応じた農業生産

に必要な栽培技術の実証や生

産計画協議等の活動を行うの

に要する経費 

定額 事業費総額

の２割を超

える増減 

事業主体の変

更 

 

別表２ 

その他地域の実態に応じて京都府知事が指定する自然的社会的諸条件が不利な地域（中山間地域等直接支払

交付金実施要領（平成１２年４月１日付け１２構改Ｂ第３８号農林水産事務次官依命通知）第４の１（９）

により京都府知事が指定した地域において締結された協定に含まれる地域） 

行政区 集落名 

左京区 久多中の町、久多上の町、大原百井町 

右京区 嵯峨越畑、嵯峨樒原、嵯峨水尾 

 

 


